
 

 

 
令和６年 11 月 20 日 
 （通算第 691 号） 

問い合わせ先  
長野県庁園芸畜産課 
電話 026-235-7232             

令和６年11月20日、鹿児島県出水市の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザ

の疑似患畜が確認されました。今シーズンの家きん農場での発生は８道県10事例

となり、121.8万羽が殺処分の対象となっています。 
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

所在地 鹿児島県出水市 

飼養状況 採卵鶏（12 万羽） 

経 緯 

・11 月 19 日（火）、鹿児島県は、県内出水市の農場から、鶏がまとまって死亡及
び衰弱している旨の通報を受けて、農場への立入検査を実施しました。 

・同日、当該家きんについて鳥インフルエンザの簡易検査を実施したところ陽性
であることが判明しました。 

・11 月 20 日（水）、当該家きんについて遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥
インフルエンザの疑似患畜であることを確認しました。 
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R６シーズンの発生状況について 

鹿児島県の家きん農場で 
高病原性鳥インフルエンザが発生しました 

国内家きん10例目 

農場の概要及び経緯 

出典：農林水産省 HP（R6.11.13 時点一部改） 

11 月 19 日現在、野鳥でも11道県で

32 事例の高病原性鳥インフルエンザが

確認されています。 

すでに国内には複数のルートでウイ

ルスが持ち込まれ、環境中の濃度が高ま

っていると考えられます。 

現時点で県内でウイルスは確認され

ていないものの、全国的にどこで発生し

てもおかしくない状況です。 

飼養衛生管理基準を遵守し、農場へウ

イルスを持ち込まないよう対策の徹底

をお願いします。 

家きんがまとまって死亡している等の
異常を見つけた場合は、家畜保健衛生所へ
通報してください。休日・夜間は公用携帯
電話に転送されます。 

●家きん ★野鳥 


